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第１章 総 則

（名称）

第１条 本会議所は、一般社団法人香川県自動車会議所と称する。

（事務所）

第２条 本会議所は、主たる事務所を香川県高松市に置く。

第２章 目的及び事業

（目的）

第３条 本会議所は、香川県における自動車各般の健全にして調和ある発展を図るため、自動車

に関わる要請課題に取り組み、自動車関連の総合的な事業を行い、もって公共の福祉の増進に

寄与することを目的とする。

（事業）

第４条 本会議所は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（１）自動車に関する調査、研究及びその普及啓蒙活動の推進

（２）自動車に関する事業者間及び関係官庁との連絡協調活動の推進

（３）自動車に関する諸問題についての審議及びこれら施策に関し関係方面への要望・提言並び

にその実行推進

（４）自動車に関する意見の公表及び関係諸官庁への請願建議並びにその実行推進

（５）各種イベント・媒体を通じて税制、環境、安全などについて、広く啓発する活動の推進

（６）自動車検査登録印紙、自動車重量税印紙、自動車審査証紙の売りさばきに関する事業

（７）自動車税及び自動車取得税申告書審査補助等に関する業務

（８）前各号に掲げるもののほか、本会議所の目的を達成するために必要な業務

２ 前項の事業は、香川県において行うものとする。

第３章 会 員

（会議所の構成員）

第５条 本会議所は、香川県内において自動車に関係する団体をもって構成する。

２ 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般社団・財団法

人法」という ）上の社員とする。。

（社員の資格の取得）

、 、第６条 本会議所の会員になろうとする者は 理事会の定めるところにより入会申込書を提出し

理事会の承認を得なければならない。

２ 団体である会員は、その代表者を定め、会長に届け出なければならない。これを変更したと

きも同様とする。
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（入会金及び会費の納入等）

、 （ ）第７条 本会議所の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため 会員になった時 以下入会金

及び毎年（以下会費）会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

２ 既納の入会金及び会費は、返還しないものとする。

（任意退会）

第８条 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。ただし、や

むを得ない事由があるときは、会員は任意にいつでも退会することができる。

（除名）

第９条 会員が、次の各号の一に該当するときは、総会の決議によって除名することができる。

（１）本会の名誉を汚し、又は信用を失うような行為があったとき。

（２）定款又は総会の決議を無視する行為があったとき。

（３）著しく会費を滞納したとき。

（資格の喪失）

第１０条 前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪

失する。

（１）第７条の支払義務を、督促後なお１年以上履行しなかったとき。

（２）総会員が同意したとき。

（３）団体が解散したとき。

（権利の喪失）

第１１条 退会した者又は除名された者は会員としての一切の権利を失い、既に納付した会費そ

の他会議所の資産に対して、何ら請求することができない。

第４章 総 会

（構成）

第１２条 総会は全ての会員をもって構成する。

２ 前条の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

（権限）

第１３条 総会は、次の事項について決議する。

（１）事業報告及び収支決算の承認

（２）理事及び監事の選任又は解任

（３）理事及び監事の報酬等の額

（４）貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

（５）定款の変更
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（６）解散及び残余財産の処分

（７）会員の除名

（８）その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

（開催）

第１４条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後９０日以内に開催するほか、必要がある場

合に開催する。

（招集）

第１５条 総会は会長が招集する。

２ 総会を招集するには、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面を

もって開会の日の７日前までに会員に通知しなければならない。

３ 総会員の議決権の５分の１以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事

項及び招集の目的を示して、総会の招集を請求することができる。

（議長）

第１６条 総会の議長は会長がこれにあたる。

（議決権）

第１７条 総会における議決権は、会員１名につき１個とする。

（決議）

第１８条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の

議決権の過半数をもって行う。

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の３分の２以上にあたる多数をもっ

て行う。

（１）会員の除名

（２）理事の解任

（３）監事の解任

（４）定款の変更

（５）解散

（６）その他法令で定められた事項

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決議を行わな

ければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第２１条に定める定数を上回る場合には、

過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任するこ

ととする。

（書面又は代理人による議決行使）
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第１９条 総会に出席できない構成員は、書面又は代理人によってその議決権を行使することが

できる。

２ 書面による議決権行使の場合は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、また、代理人によ

る議決権行使の場合は、その権限を委任されたことを証する書面を事前に議長に提出しなけれ

ばならない。

３ 前２項の規定により議決権を行使する場合には、第１８条の規定の適用については出席した

ものとみなす。

（議事録）

第２０条 総会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成する。

（１）会議の日時及び場所

（２）構成員の現在数

（３）会議に出席した構成員の数及び理事、監事、議長及び議事録作成者の氏名（書面及び代理

人による議決権行使者を含む ）。

（４）決議事項

（５）議事の経過の概要

（６）その他法令で定められた事項

２ 議事録は議長が作成し、議長及び議長が指名した出席会員２名以上が前項の議事録に記名押

印する。

第５章 役 員

（役員の設置）

第２１条 本会議所に次の役員を置く。

（１）理事８名以上９名以内

（２）監事１名以上２名以内

２ 理事のうち１名を会長、１名を副会長、１名を専務理事とする。

３ 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第９１

条第１項第２号の業務執行理事とする。

（役員の選任）

第２２条 理事及び監事は、総会において選任する。

２ 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。

（理事の職務及び権限）

第２３条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

２ 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その職務を執行

し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本会議所の業務を執行する。

３ 前項に定める理事は、毎事業年度に４か月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状
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況を理事会に報告する。

４ 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ定め

た順に従い、その職務を代行する。

６ 専務理事は、会長、副会長、理事を補佐して、本会議所の会務を専掌し、会長及び副会長に

事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

（監事の職務及び権限）

第２４条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成す

る。

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して業務の報告を求め、本会議所の業務及び財産の

状況の調査をすることができる。

（役員の任期）

第２５条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち 終のものに関する定時総

会の終結の時までとする。ただし、その定時総会において別段の決議がされなかったときは、

再任されたものとみなす。

２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち 終のものに関する定時総会の終

結の時までとする。ただし、その定時総会において別段の決議がされなかったときは、再任さ

れたものとみなす。

３ 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。

４ 理事又は監事は、第２１条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により

退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有

する。

（役員の解任）

第２６条 理事及び監事が次のいずれかに該当するときは、総会において、総会員の表決権の３

分の２以上に当たる多数による決議によって当該役員を解任することができる。

（１）心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められたとき。

（２）職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

（役員の報酬）

第２７条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定め

る総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等

として支給することができる。

２ 役員には、費用を弁償することができる。

（責任の免除）
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第２８条 本会議所は、一般社団・財団法人法第１１４条の規定により、理事及び監事の同法第

１１１条第１項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、損害責任額

から法令に定める 低限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議によって免除する

ことができる。

（顧問）

第２９条 本会議所に、顧問若干名置くことができる。

２ 顧問は、会長が理事会の同意を得て委嘱する。

３ 顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べ又は会議に出席して意見を述べることができる。

４ 顧問の報酬は、無報酬とする。

第６章 理事会

（構成）

第３０条 本会議所に理事会を置く。

２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。

（権限）

第３１条 理事会は、次の職務を行う。

（１）本会議所の業務執行の決定

（２）理事の職務の執行の監督

（３）代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

（４）会長、副会長、専務理事の選定

(招集)

第３２条 理事会は会長が招集する。

２ 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が招集する。

３ 理事会を招集する場合には、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した

書面をもって開会の日の７日前までに理事に通知しなければならない。

４ 臨時理事会は、次の場合に開催する。

（１）会長が必要と認めたとき。

（２）理事から、会議の目的、事由を示して請求があったとき。

（３）一般社団・財団法人法第１０１条の規定により、監事が招集することを妨げない。

（議長）

第３３条 理事会の議長は、会長をもってこれに充てる。ただし、監事の請求に基づく臨時理事

会を開催した場合は、出席全員の内から議長を選出する。

（決議）
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第３４条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出

席し、その過半数をもって行う。

２ 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第９６条の要件を満たしたときは、理事会

の決議があったものとみなす。

（議事録）

第３５条 理事会の決議は、次の事項を記載した議事録を作成する。

（１）会議の日時及び場所

（２）構成員の現在数

（３）会議に出席した理事の氏名

（４）決議事項

（５）議事の経過の概要

（６）その他法令で定められた事項

２ 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第７章 専門委員会

（専門委員会）

第３６条 会長は、本会議所の事業の円滑な運営を図るため必要と求めるときは、理事会の議決

を得て専門委員会を開くことができる。

２ 専門委員会に関する必要な事項は理事会の決議を得て、会長が別に定める。

第８章 資産及び会計

（事業年度）

第３７条 本会議所の事業年度は、毎年４月１日から翌年の３月３１日までとする。

（事業計画及び収支予算）

第３８条 本会議所の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに

会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

２ 前項の書類については、事務所に当該事業年度が終了するまでの間据え置くものとする。

（事業報告及び決算）

、 、第３９条 本会議所の事業報告及び決算については 毎事業年度終了後会長が次の書類を作成し

監事の監査を受けた後で、理事会の承認を受けなければならない。

（１）事業報告

（２）事業報告の附属明細書

（３）貸借対照表

（４）損益計算書（正味財産増減計算書）

（５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書
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２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号の書類については、定時総会に提

出し、承認を受けなければならない。

３ 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置くものとする。

（１）監査報告

（２）定款

（３）会員名簿

（４）その他必要な帳簿及び書類

（剰余金）

第４０条 本会議所は剰余金の分配は行うことができない。

第９章 定款の変更及び解散

（定款の変更）

第４１条 この定款は、総会において総会員の３分の２以上に当たる多数による議決によって変

更することができる。

（解散）

第４２条 本会議所は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

（残余財産の処分）

第４３条 本会議所が清算をする場合において有する残余財産は、総会において会員総数の３分

の２以上の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号

に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第１０章 雑 則

(事務局)

第４４条 本会議所に、事務局を置き職員を置く。

２ 事務局に関する規程は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。

（細則）

第４５条 この定款に定めるもののほか、本会議所の事業の運営上必要な細則は、理事会の決議

を得て会長が別に定める。

第１１章 公告の方法

（公告の方法）

第４６条 本会議所の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
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附 則

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法

人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１２１条第１項において

読み替えて準用する同法第１０６条第１項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

２ 社団法人香川県自動車会議所の会員である者は、第６条の規定にかかわらず、前項の設立の

登記の日に本会議所の会員になったものとみなす。

３ 本会議所の 初の代表理事は久保智彦、業務執行理事は二宮明雄とする。

４ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関

する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１２１条第１項において読み替えて準

用する同法第１０６条第１項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行

ったときは、第３７条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の

登記の日を事業年度の開始の日とする。



一般社団法人　香川県自動車会議所

役　職　名 氏　　　名 所　　属　　団　　体　　名 備　　考

理　　　事

（会　　　長）

理　　　事

（副 会 長）

理　　　事 岩﨑　　康誠 香川県タクシー協同組合

理　　　事 楠木　　寿嗣 一般社団法人　香川県トラック協会

理　　　事 向井　　幸司 一般社団法人　香川県自動車整備振興会

理　　　事 泉谷　　正紀 香川県軽自動車協会

理　　　事 岡 　　　隆夫 香川県中古自動車販売商工組合

理　　　事

（専務理事）

監　　　事 大神　　俊哉 香川県レンタカー協会

監　　　事 横井　　　剛 香川県個人タクシー協会

一般社団法人　香川県バス協会

佐野　　　 満 事務局常勤

役　　　　　員　　　　　名　　　　　簿

星合　　貴彦 一般社団法人　日本自動車販売協会連合会香川県支部 代表理事

佐藤　　邦明
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第５２期（令和４年度）事業報告	

	

自	 令和 4 年 4 月	1 日	

至	 令和	5 年 3 月 31 日	

	

概	 	 要	

	 我が国の経済は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大による影響が緩和され回復傾向が続

いています。全国旅行支援により旅行・宿泊業や飲食業をはじめ外出制限や隔離政策により大き

な影響を受けた業種においても関連する産業とともにコロナ前の水準に戻りつつあるといわれて

いますが、今後、感染症法上の位置付けが５類に変更したとしても、この感染症の特性を踏まえ

た対策を講じながら社会経済活動を進めていくことが求められています。	

	 世界の経済状況は、コロナによる危機的な落ち込みから回復の兆しもある中、ロシアによるウ

クライナ侵攻をめぐる米欧の対立、米国におけるＦＲＢの金融引き締めや米中対立など世界経済

の大きなリスクとなっており、我が国にとっても供給不足と急激な円安に伴う原材料や原油の高

騰が個人消費に与える影響が懸念されます。この難局を乗り越え、未来に向けて日本経済を持続

可能な成長路線に導くため政府には、物価高や円安への対応、成長のための投資と改革を重点に

総合的な対策を講じ、国民生活を支えていくことが重要となっています。今後は、ウクライナ情

勢の鎮静化と米国や中国を中心に大型の経済対策による景気拡大などにより輸出が堅調に推移

し、設備投資等も増加することが期待されます。	

	 全国の自動車販売に関しては、新型コロナウイルス感染拡大やウクライナ情勢の影響もあり、

半導体を中心に世界的な部品不足からメーカーや車種によっては納車が大幅に遅れるなどの影響

がありましたが、９月以降に半導体不足等が緩和され生産が回復に向かったため、令和４年度の

新車販売台数は、438 万 5649 台と前年度より 4.0％増と令和元年度以来４年ぶりに増加しました。

が、令和元年度と比べ 13％減少とコロナ禍前の水準には戻っておりません。本格的な回復は令和

５年度以降に期待されるところです。	

	 一方、香川県内の新車販売台数は、7.0％増の 4 万 0188 台と４年ぶりの増加となりました。内

訳は「登録車」2.7％増の 2 万 0355 台、「軽自動車」も 11.8％増の 1 万 9833 台で、ともに４年

ぶりの増加となりました。四国 4 県の新車販売台数についても前年度比 6.0％増の 14 万 1617 台

と４年ぶりの増加となりました。	

	 運輸部門では、政府によるガソリン等の高騰抑制措置が続いているところですが、旅客・貨物

輸送が新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて大幅に減少しましたが、それぞれ回復傾向が

あるものの運転者不足が深刻となっており、2024 年 4 月には運転者の労働時間短縮（改善基準告

示）が目前に迫っています。貨物輸送においても原材料価格の高騰による製造減少輸送量の伸び

悩みにより経営環境の悪化が深刻化しています。また、自動車整備業は総整備売り上げが２年ぶ

りに増加したものの整備作業量が低水準で推移、整備士不足が深刻となる等、おしなべて厳しい

状況が続いております。	

	 さて、当会議所の税法上の収益事業である印紙類の販売手数料収入は、22,797,624 円となり、
前年度比 1,715,762 円減(-7.0%)となりました。	
	 一般業務につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止あるいは縮小もあり

ましたが、香川運輸支局の指導のもとに運輸関係団体連絡会や運輸関係者との意見交換会の開催、

四国運輸局長表彰の協力、交通安全運動等の実施の協力、参考資料の配布等の業務を推進しまし

た。	
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実施事項	

１	 許認可事項	

令和４年度の法人許認可事項はありません。	

	

２	 登記事項	

    令和 4 年 6 月 6 日	 変更登記（理事及び監事の重任）	 	 	高松法務局	
	

３	 諸報告等	

令和 4 年 6 月 3 日	

	 公益目的支出計画実施報告書等の提出		 	 	 	 香川県	

	

４	 理事会及び総会	

令和４年度に、次のとおり開催いたしました。	

通常総会	 令和 4 年 5 月 26 日	

理	事	会	 令和 4 年 5 月 12 日・5 月 26 日・7 月 13 日・10 月 6 日・令和 5 年 1 月 12 日	

	

５	 運輸関係団体連絡会（木曜会）	

香川運輸支局からの事務連絡及び通達類の周知、運輸関係団体相互の業務連絡等のため、	

次のとおり連絡会を開催いたしました。	

	

令和 4 年	4 月	6 日(水)	 支局会議室	 	 	 令和 4 年	5 月 12 日(木)	 支局会議室	

令和 4 年	6 月	9 日(木)	 支局会議室	 	 	 令和 4 年	7 月 13 日(水)	 支局会議室	

令和 4 年	9 月	7 日(水)	 支局会議室	 	 	 令和 4 年 10 月	6 日(木)	 支局会議室	

令和 4 年 11 月 16 日(水)	 支局会議室	 	 	令和 4 年 12 月	8 日(木)	 支局会議室	

令和 5 年	1 月 12 日(木)	 支局会議室	 	 	 令和 5 年	2 月	8 日(水)	 支局会議室	

令和 5 年	3 月	9 日(木)	 支局会議室	

	

６	 交通安全啓発活動等	

香川運輸支局の計画に基づき、関係警察署及び関係団体とともに交通安全への取組として街

頭検査等に同行し、環境への取組として「エコドライブ、地球温暖化防止」を表示したウエッ

トティッシュやクリアファイルを運転者等に配布しＰＲに努めました。	

	

交通安全運動等	

春の全国交通安全運動	 	 	 令和 4 年	4 月	6 日～令和 4 年	4 月 15 日	

不正改造車排除運動強化月間	 	 令和 4 年	6 月	1 日～令和 4 年	6 月 30 日	

点検整備推進運動強化月間	 	 令和 4 年	9 月	1 日～令和 4 年 10 月 31 日	

無保険車追放キャンペーン	 	 令和 4 年	9 月	1 日～令和 4 年	9 月 30 日	

秋の全国交通安全運動	 	 	 令和 4 年	9 月 21 日～令和 4 年	9 月 30 日	

踏切事故防止キャンペーン	 	 令和 4 年 11 月	1 日～令和 4 年 11 月 10 日	

過積載防止キャンペーン	 	 	 令和 4 年 11 月	1 日～令和 4 年 11 月 30 日	

年末年始輸送安全総点検	 	 	 令和 4 年 12 月 10 日～令和 5 年	1 月 10 日	

	

	



- 3 -	

	

	

街頭検査	

	 	 ①	令和 4 年	4 月 12 日(火)	さ ぬ き 警 察 署	 	 	 	 	 	 	 	 	（警察署前：国道１１号）	

②	令和 4 年	5 月 10 日(火)	高 松 東 警 察 署	 	 	 	 	 	 	 	 	（警察署前：長尾街道）	

③	令和 4 年	5 月 17 日(火)	高 松 西 警 察 署	 	 	 	 	 	 	 	 	（警察署前：国道３２号）	

④ 令和 4 年	6 月 14 日(火)	小 豆 警 察 署	 	 	 	 	 	 	 	 	（運転免許更新センター旧土庄署前）中止	

⑤ 令和 4 年	6 月 23 日(木)	観 音 寺 警 察 署	 	 	 	 	 	 	 	 	（箕浦検問所：国道１１号）21 日を延期	

⑥ 令和 4 年	7 月	5 日(火)	高 松 南 警 察 署	 	 	 	 	 	 	 	 	（栗林トンネル南側：県道 172 号）中止	

⑦ 令和 4 年	7 月 12 日(火)	三 豊 警 察 署	 	 	 	 	 	 	 	 	（高瀬町上麻：県道２３号）	

⑧ 令和 4 年	9 月 21 日(水)	観 音 寺 警 察 署	 	 	 	 	 	 	 	 	（箕浦検問所：国道１１号）	

⑨ 令和 4 年 10 月	4 日(火)	琴 平 警 察 署	 	 	 	 	 	 	 	 	（警察署前）	

⑩ 令和 4 年 11 月	8 日(火)	坂 出 警 察 署	 	 	 	 	 	 	 	 	（金山トンネル入口：国道１１号）	

⑪ 令和 4 年 11 月 15 日(火)	丸 亀 警 察 署	 	 	 	 	 	 	 	 	（運転免許更新センター：旧善通寺署前）	

⑫	令和 4 年 12 月 13 日(火)	東 か が わ 警 察 署	 	 	 	 	 	 	 	 	（みどりの一里塚：国道１１号）		

	

	 マイカー無料点検	

	 	 ①	令和 4 年	4 月	 	 	 	 高速道路交通警察隊（豊浜ＳＡ上り線又は津田ＳＡ下り線）中止	

	 	 ②	令和 4 年	9 月 27 日(火)高速道路交通警察隊（豊浜ＳＡ上り線）	

	

７	 出張検査	

香川運輸支局の計画に基づき、出張検査（豊中）に関係団体とともに同行し、自動車重量税

印紙・自動車検査登録印紙・自動車審査証紙を販売し利用者利便向上に努めます。	

① 	令和 4 年	4 月 13 日(水)	 ②	令和 4 年	5 月 11 日(水)	 ③	令和 4 年	6 月	8 日(水)	
④	令和 4 年	7 月	6 日(水)	 	⑤	令和 4 年	8 月	3 日(水)	 	⑥	令和 4 年	9 月	8 日(木)	

⑦	令和 4 年 10 月 12 日(水)	 ⑧	令和 4 年 11 月	2 日(水)	 	⑨	令和 4 年 12 月	7 日(水)	

⑩	令和 5 年	1 月 11 日(水)	 	⑪	令和 5 年	2 月	9 日(木)			⑫	令和 5 年	3 月	1 日(水)	

⑬	令和 5 年	3 月 15 日(水)	

	

８	 印紙等の販売連絡協議会の開催	

令和 4 年 8 月 17 日	 自動車検査登録印紙・自動車重量税印紙・自動車審査証紙の円滑な販売、

公正な取扱い等を検討する連絡協議会を愛媛県にて開催いたしました。	

	

９	 四国運輸局長表彰（第 4 週水曜日）	

令和 4 年 11 月 29 日(火)「令和４年観光及び自動車関係功労者の四国運輸局長表彰」が技能

教育センターで執り行われました。	

	 	 事業功労	 2 名		 永年勤続	 19 名	

              優良事業者等（物流 1、福祉バリアフリー1、安全性優良事業所 3）	
	

10	 新年賀詞交歓会の開催	

令和 5 年 1 月 10 日(火)四国運輸局幹部と運輸関係団体との「新年賀詞交歓会」をＪＲホテル

クレメント高松にて開催を予定しておりましたが、新型コロナのため中止といたしました。	
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11	 新春講演会	

令和 5 年 1 月 12 日(木)四国運輸局藤澤観光部長をお招きして「新春講演会」を香川運輸支局

にて開催を予定しておりましたが、新型コロナのため中止といたしました。	

	

	

12	 参考資料等の配布	

「自動車会議所ニュース」及び関係協会等の「職員録」その他参考となる資料の発行及び配

布を行ないました。	

	

13	 その他	

①	 (公財)交通遺児等育成基金が実施する交通遺児等の健全な育成を図るために寄附をいたしま	 	

した。	

②	 当会議所は公益事業団体として関係団体の運営推進に協力し、現在次のとおり役員・会員

として参画しています。	

一般社団法人日本自動車会議所		 	 （会員）	

全国自動車検査登録印紙売捌人協議会		 （理事）	

四国自動車検査登録印紙販売協議会	 	 （常任幹事）	

四国運輸研究センター	 	 	 	 （理事・監事）	

香川県高速道路交通安全協議会		 	 （理事）	

一般財団法人香川県警察協会	 	 	 （会員）	

運輸関係団体連絡会（木曜会）		 	 （幹事）	

四国陸運観光関係団体協議会	 	 	 （事務局）	

公益社団法人かがわ被害者支援センター	 （賛助会員）	

全国公益法人協会	 	 	 	 	 	 （準会員）	



法　人　名：一般社団法人　香川県自動車会議所

（単位：円）

科　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　	　減

Ⅰ		資産の部

			1.	流動資産

										現金預金 72,995,851 70,264,720 2,731,131

										未収入金 2,099,872 2,080,622 19,250

										重量税印紙 6,595,300 6,735,700 △	140,400

										検査登録印紙 13,431,000 19,258,000 △	5,827,000

										審査証紙 6,189,000 6,271,000 △	82,000

								流動資産合計 101,311,023 104,610,042 △	3,299,019

			2.	固定資産

					(1)基本財産

								基本財産合計 0 0 0

					(2)特定資産

								特定資産合計 0 0 0

					(3)その他固定資産

										建物 1,648,146 1,734,890 △	86,744

										給排水設備 1 1 0

										電気設備 1 1 0

										什器備品 3 3 0

										電話加入権 50,300 50,300 0

										土地 7,712,000 7,712,000 0

										冷暖房設備 1 1 0

								その他固定資産合計 9,410,452 9,497,196 △	86,744

								固定資産合計 9,410,452 9,497,196 △	86,744

								資産合計 110,721,475 114,107,238 △	3,385,763

Ⅱ		負債の部

			1.	流動負債

										未払金 456,202 700,401 △	244,199

										賞与引当金 690,667 690,667 0

										未払法人税等 80,000 80,000 0

										未払消費税等 479,200 520,900 △	41,700

										預り金 160,146 161,594 △	1,448

										事故対策引当金 1,000,000 1,000,000 0

								流動負債合計 2,866,215 3,153,562 △	287,347

			2.	固定負債

								固定負債合計 0 0 0

								負債合計 2,866,215 3,153,562 △	287,347

Ⅲ		正味財産の部

			1.	指定正味財産

			2.	一般正味財産 107,855,260 110,953,676 △	3,098,416

								正味財産合計 107,855,260 110,953,676 △	3,098,416

								負債及び正味財産合計 110,721,475 114,107,238 △	3,385,763

貸借対照表

令和		5年		3月	31日	現在



法　人　名：一般社団法人　香川県自動車会議所

（単位：円）

科　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　	　減

Ⅰ		一般正味財産増減の部

			1.	経常増減の部

					(1)経常収益

										受取会費

												会費 270,000 270,000 0

										事業収益

												重量税印紙手数料 19,008,124 20,795,386 △	1,787,262

												検査登録印紙手数料 2,359,500 2,574,000 △	214,500

												審査証紙手数料 1,430,000 1,144,000 286,000

										事業収益計 22,797,624 24,513,386 △	1,715,762

										雑収益

												受取利息 170 119,520 △	119,350

												賞与給付引当金戻入 690,667 734,667 △	44,000

										雑収益計 690,837 854,187 △	163,350

								経常収益計 23,758,461 25,637,573 △	1,879,112

					(2)経常費用

										事業費

												役員給与 360,000 666,000 △	306,000

												給与及び手当 7,510,058 9,943,395 △	2,433,337

												賞与 1,635,552 1,670,868 △	35,316

												法定福利費 1,097,967 1,293,815 △	195,848

												退職共済 399,120 401,049 △	1,929

												賞与給付引当金繰入 559,440 559,440 0

												指導普及費 1,100,000 2,200,000 △	1,100,000

												業界振興協力費 196,420 192,900 3,520

												広報費 204,150 32,000 172,150

												表彰経費 136,610 91,688 44,922

												検査登録協力費 7,471 8,418 △	947

												業務委託費 4,302,200 4,648,400 △	346,200

												通信費 95,168 94,475 693

												租税公課 1,095,000 1,173,200 △	78,200

												寄付金 120,000 110,000 10,000

												事務用品費 22,956 19,250 3,706

												旅費交通費 345,141 243,549 101,592

												借損費 283,298 283,298 0

												光熱水料費 167,632 156,650 10,982

												雑費 446,309 415,023 31,286

										事業費計 20,084,492 24,203,418 △	4,118,926

										管理費

												役員給与 840,000 1,554,000 △	714,000

												給与及び手当 1,761,619 2,332,401 △	570,782

												賞与 383,648 391,932 △	8,284

												福利厚生費 136,743 232,065 △	95,322

												法定福利費 591,212 696,669 △	105,457

												退職共済 214,910 215,951 △	1,041

												賞与給付引当金繰入 131,227 131,227 0

												諸会議費 264,917 244,363 20,554

												旅費交通費 38,349 27,061 11,288

												研修費 71,040 89,630 △	18,590

												減価償却費 86,744 91,310 △	4,566

												借損費 188,866 188,866 0

												通信費 23,792 23,618 174

												事務用品費 5,738 4,813 925

												光熱水料費 111,754 104,434 7,320

												営繕費 69,300 80,300 △	11,000

												渉外費 57,960 60,960 △	3,000

												図書印刷費 176,360 168,160 8,200

												消耗品費 99,936 84,150 15,786

												諸謝金 451,000 451,000 0

												関係団体費 330,000 273,650 56,350

												保険費 359,730 325,910 33,820

												雑費 297,540 276,683 20,857

										管理費計 6,692,385 8,049,153 △	1,356,768

								経常費用計 26,776,877 32,252,571 △	5,475,694

										評価損益等調整前当期経常増減額 △	3,018,416 △	6,614,998 3,596,582

										当期経常増減額 △	3,018,416 △	6,614,998 3,596,582

			2.	経常外増減の部

					(1)経常外収益

								経常外収益計 0 0 0

					(2)経常外費用

								経常外費用計 0 0 0

										当期経常外増減額 0 0 0

										税引前当期一般正味財産増減額 △	3,018,416 △	6,614,998 3,596,582

										法人税、住民税及び事業税 80,000 80,000 0

										当期一般正味財産増減額 △	3,098,416 △	6,694,998 3,596,582

										一般正味財産期首残高 110,953,676 117,648,674 △	6,694,998

										一般正味財産期末残高 107,855,260 110,953,676 △	3,098,416

Ⅱ		指定正味財産増減の部

										当期指定正味財産増減額 0 0 0

正味財産増減計算書

令和		4年		4月		1日	から令和		5年		3月	31日	まで



										指定正味財産期首残高 0 0 0

										指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ		正味財産期末残高 107,855,260 110,953,676 △	3,098,416
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令和５年度	 事業計画書	

自	 令和	5 年	4 月	1 日	

至	 令和	6 年	3 月 31 日	

	

方			針	

関係官公庁と密接な連絡を保ち適切な指導を受け、会員事業の実態に即した陳情及び請願を

書面又は口頭で具申するとともに、運輸当局指導による事故公害の防止、地域の振興等に協力

し運輸関係業界の発展を推進する。	

	

実施項目	

１	 自動車業界発展の推進	

自動車業界の発展を図るため、関係官公庁及び上部団体の諸事業に参加する。	

特に、運輸当局指導の自動車事故防止及び公害防止の運動並びに地域振興の計画等に協力

し、社会的使命の達成に努める。	

また、四国各県の会議所、印紙販売団体との連絡を密にするとともに、県内自動車団体相

互の連絡協調に努める。	

	

２	 自動車関係資料等の収集及び配布	

自動車業界に参考となる資料の収集に努め必要に応じ紹介又は発行して会員に配布する。	

県内自動車団体の「職員録」、日本自動車会議所の｢自動車会議所ニュース｣等を配布する。	

	

３	 講習会、研修会の開催	

必要に応じ、関係官公庁職員、学識経験者等を講師として講習会、講演会研修会を関係団

体と共催、又は後援し、法令通達等の周知、知識の向上に努める。	

	

４	 交通安全運動の協力及び環境問題や交通安全問題への取組	

運輸支局の年間計画による街頭検査、街頭指導等に協力するとともに、春、秋の交通安全

運動及び年末年始の輸送安全総点検運動の実施に際しては、目的達成のため運動推進に協力

する。	

また、環境や交通安全の取り組みとして、エコドライブ、公共交通機関の利用、後席シー

トベルト装着推進を街頭検査等で啓発に努める。	

	

５	 組織の運営	

総会、理事会を必要に応じて開催し、会員の総意をまとめ会務の合理的な運営を図る。	

	

６	 窓口事務の円滑化、関係団体との懇親及び職員の教育、職場環境改善、	

関係団体の融和を図るため、運輸関係団体連絡会（木曜会）の運営に協力し必要に応じ	

研修、会合等を計画する。	

職員を研修、会議等に参加させ、知識の向上、窓口サービスの改善に努める。	
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７	 表彰関係業務の協力	

自動車及び観光関係功労者の運輸局長表彰等の表彰関係業務については関係協会とともに

全面的に協力する。	

	

８	 広報活動の推進	

地域の振興、事故公害の防止等の広報運動を実施する。特に、交通死亡事故抑止対策、環

境対策に重点を置き進める。	

上部団体及び会員協会、関係団体等の広報運動、行事等に積極的に参加し広報活動推進に

努める。	

情報公開に備えインターネットの利用、ホームページの更新等、関係官庁のご指導の下に

計画していく。	

	

９	 収益事業の実施	

運輸業界の利便と公益事業を円滑に運営するため、税法上収益事業となる次の事業を実施

する。	

（１）	自動車重量税印紙の販売業務	

（２）	自動車検査登録印紙の販売業務	

（３）	自動車審査証紙の販売業務	



法　人　名：一般社団法人　香川県自動車会議所

（単位：円）

科　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　 　減

Ⅰ  資産の部
   1. 流動資産
          現金預金 70,264,720 74,371,029 △ 4,106,309
          未収入金 2,080,622 2,639,917 △ 559,295
          重量税印紙 6,735,700 6,140,400 595,300
          検査登録印紙 19,258,000 22,935,000 △ 3,677,000
          審査証紙 6,271,000 5,419,000 852,000
        流動資産合計 104,610,042 111,505,346 △ 6,895,304
   2. 固定資産
     (1)基本財産
        基本財産合計 0 0 0
     (2)特定資産
        特定資産合計 0 0 0
     (3)その他固定資産
          建物 1,734,890 1,826,200 △ 91,310
          給排水設備 1 1 0
          電気設備 1 1 0
          什器備品 3 3 0
          電話加入権 50,300 50,300 0
          土地 7,712,000 7,712,000 0
          冷暖房設備 1 1 0
        その他固定資産合計 9,497,196 9,588,506 △ 91,310
        固定資産合計 9,497,196 9,588,506 △ 91,310

        資産合計 114,107,238 121,093,852 △ 6,986,614

Ⅱ  負債の部

   1. 流動負債
          未払金 700,401 711,430 △ 11,029
          賞与引当金 690,667 734,667 △ 44,000
          未払法人税等 80,000 80,000 0
          未払消費税等 520,900 614,500 △ 93,600
          預り金 161,594 304,581 △ 142,987
          事故対策引当金 1,000,000 1,000,000 0
        流動負債合計 3,153,562 3,445,178 △ 291,616
   2. 固定負債
        固定負債合計 0 0 0
        負債合計 3,153,562 3,445,178 △ 291,616
Ⅲ  正味財産の部
   1. 指定正味財産
   2. 一般正味財産 110,953,676 117,648,674 △ 6,694,998
        正味財産合計 110,953,676 117,648,674 △ 6,694,998

        負債及び正味財産合計 114,107,238 121,093,852 △ 6,986,614

貸借対照表

令和  4年  3月 31日 現在
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